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高知市中心商店街（特定商業施設）4月末現在48店舗参画 
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国外 

①物品の販売（税込）及びレシート（一般物品・消耗品別）の交付、免税手続カウンターの案内 

  ②購入物品、レシート、旅券（パス  
    ポート）等の提示 
  ③「購入誓約書」の提出 

④「購入記録票」の旅券等への貼付
（割印） 
⑤免税対象物品の引渡し 
⑥消費税相当額の返金 

購入記録票の 
提出 

免税購入
物品の輸出 

税関 

免税手続カウンターでの買物のイメージ 

Ａ 免税店 
（手続委託型） 

Ｂ 免税店 
（手続委託型） 

Ｃ 免税店 
（手続委託型） 

免税手続 
カウンター 

Ｈ 免税店 
（手続委託型） 

Ｅ 免税店 
（手続委託型） 

Ｆ 免税店 
（手続委託型） 

Ｇ 免税店 
（手続委託型） 

Ｄ 免税店 
（手続委託型） 

A店で「和菓子」  2,000円購入 
E店で「日本酒」  4,000円購入 
G店で「扇   子」  3,000円購入 
H店で「工芸品」  8,000円購入 
 
 
 
 
 

消耗品で合算5,000円超 

一般物品で合算10,000円超 

商店街の中で、店舗を越え合算して、免税販売手続が可能に！ 
  平成28年5月1日からは、一般物品、消耗品とも免税対象金額が 
  「5,000円以上」 に引き下げ。 

※税抜価格 
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⑦「購入者誓 
  約書」の回付 
⑧消費税相当 
   額振込依頼  
  書の回付 

⑨消費税相当額の支払（口座振込） 

免税販売手続代理契約締結 

消費税免税手続一括カウンターの設置 
資料５ 


